
農
地

・
農
村

部
会
で
取

り
扱

う
事

項
（
個
別

提
案

募
集
案
件
）
 

[
 
]
内
は
管
理
番
号
 

○
耕
作
放
棄
地
を
再
生
し
た
場
合
、
一
定
の
割
合
の
面
積
に
つ
い
て
同
一
市
域
内
で
農
振
除
外
・
農
地
転
用
を
認
め
る
こ
と
（
1
件
）
[
2
1
6
]

○
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
農
業
用
施
設
に
位
置
付
け
る
こ
と
（
3
件
）
[
4
0
,
1
4
1
,
1
6
9
]

○
農
地
等
へ
の
権
利
設
定
等
に
お
け
る
全
部
効
率
利
用
要
件
の
緩
和
（
1
件
）
[
5
7
9
]

○
全
面
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
し
た
温
室
等
の
床
面
に
つ
い
て
、
農
地
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
（
1
件
）
[
7
4
6
]

○
農
地
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
2
件
）
[
1
3
8
,
2
9
2
]

○
農
地
転
用
に
係
る
権
限
移
譲
（
2
5
件
）

[
1
6
,
2
0
,
8
0
,
9
1
,
1
0
0
,
1
2
1
,
1
4
3
,
1
5
1
,
1
9
5
,
1
9
7
,
2
1
2
,
2
2
5
,
2
3
4
,
2
6
2
,
3
0
0
,
3
1
3
,
3
4
7
,
4
1
7
,
4
3
9
,
4
6
8
,
6
7
2
,
7
0
3
,
7
2
0
,
7
5
2
,
9
3
5
]

○
農
地
転
用
に
係
る
大
臣
協
議
の
廃
止
（
2
1
件
）
[
3
8,
1
2
0
,
1
7
8
,
1
8
1
,
1
9
6
,
1
9
9
,
2
1
3
,
3
1
4
,
6
7
3
,
7
7
8
,
8
8
5
,
9
3
6
,
9
3
8
,
9
8
3
,
9
8
4
,
9
8
5
,
9
8
6
,
9
8
7
,
9
8
8
,
9
8
9
,
9
9
3
]

○
農
地
転
用
に
係
る
都
道
府
県
農
業
会
議
へ
の
意
見
聴
取
手
続
き
の
廃
止
（
6
件
）
[
1
4
,
1
3
3
,
2
0
0
,
2
1
4
,
4
1
8
,
9
9
0
]

○
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
に
係
る
大
臣
同
意
協
議
の
廃
止
（
5
件
）
[
3
9
,
1
0
2
,
1
6
4
,
2
5
0
,
8
0
2
]

○
農
用
地
利
用
計
画
に
係
る
知
事
同
意
協
議
の
廃
止
（
1
2
件
）
[
1
7
,
1
0
1
,
1
0
5
,
1
3
2
,
1
6
5
,
2
1
1
,
2
5
1
,
6
8
2
,
7
4
8
,
8
7
6
,
9
9
1
,
9
9
2
]

○
農
業
振
興
地
域
に
係
る
指
定
権
限
の
市
町
村
へ
の
移
譲
（
2
件
）
[
4
1
9
,
8
6
3
]

資料２

1

CO786288
長方形



農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

耕作放棄地を再生した場合、一定の割合の面積について同一市域で航空機産業の企業用地などとして開

発する際に、農振除外や農地転用の許可を可能にするよう提案します。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【法律の改正箇所】

法第10条第4項の「農用地とすることが適当な土地に含まれないもの」として、計画を策定し、耕作放棄地を

解消した面積分の土地について取り扱うものとする。

【支障事例・過去の議論】

ある土地を利用するためにその区域を都市計画区域へ編入するとなると、計画から実行までに年単位の時

間を要するため、市街地区域内に適地がない場合、企業が手を挙げた際に迅速な対応が出来ず、その数年

間に社会情勢が変化する懸念もある。

例えば、国でも成長戦略の一つとして期待される航空機産業の取組を例に挙げると、本市では現在ＮＩＩＧＡＴ

Ａ　ＳＫＹ　ＰＲＯＪＥＣＴを進めているが、市内に工場を設置した際には、計画から設置場所の決定まで８カ月

で実現している。

　しかし、今後このように企業が成長産業へ進出を計画しても、開発可能な地域には限りがある。同時に、空

港周辺への航空機産業の集積など既に整備された社会インフラを活用し、関連事業が一体となって集積す

ることで一層の成長が見込まれる。

一方で、無秩序に農地を転用することは食料自給率の低下を招くことから、耕作放棄地を再生させ、これま

でと同様の食料生産を図る必要がある。

成長産業の育成のためには、迅速な対応が必要であり、提案が実現すれば、農産物の生産量を確保しなが

らも、企業が手を挙げた際にスピード感のある対応が可能となるため、規制緩和を図り、産業の成長化に繋

げたい。農地としての貴重性も理解できるが、該当する地域の農業価値と新たな産業的価値との比較を是

非検討させて頂きたい。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

耕作放棄地を再生した場合、一定の割合の面積について同一市域内で農振除外・農地転用を認

めること。

提案団体 新潟市

管理番号 216

根拠法令等

農業振興地域の整備に関する法律等10条第4項、農地法第4条第1項、第5条第1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　耕作放棄地を再生した場合、同面積を企業用地に活用することについては、優良農地を転用する一方で、

条件が悪くて荒廃した同面積の農地を再生したとしても、全体としての農地の質が維持されないなどの問題

があると考えている。

　空港周辺で航空機関連産業を集積するためには、市のまちづくりとして計画的に土地利用を行うことが必

要と考えており、都市計画法に基づき市街化区域に編入するといった手法により実現可能と考えている。

各府省からの第１次回答
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農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

収穫体験や農業体験により都市住民を集客する農産物の生産施設に併設される農家レストラン等につい

て、農振法の農業用施設とし、農地法においても農地転用の許可相当とする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現状】　

農家レストランは、農振法上の農業用施設として認められていないため、農振農用地区域内への設置ができ

ず、収穫体験や農業体験など、都市住民を集客する農産物の生産施設と併設し、同一敷地内で多様なサー

ビスを展開する上で支障となっている。

【支障事例】

いちごの収穫体験（いちご狩り）を営んでいる農家が、利用者の増大に対応するため、新たに農用地区域内

農地を借りて収穫体験施設を増設することとした。その際、所得の拡大や利用者サービスの向上を図るべ

く、自家及び地域の農産物を用いた農家レストランを同一敷地内に併設しようとしたが、農家レストランは農

業用施設に該当しないとして認められなかった。

【制度改正の必要性】

主として同一市町村内で生産される農畜産物又はそれを原材料として製造･加工したものの提供を行う農家

レストランについては、農業用施設とするよう要件を緩和することで、農業者が当該施設を農用地区域内に

設置することが可能となる。これにより、農業者等の所得向上および農業の6次産業化が推進される。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農家レストランの農用地区域内設置の容認

提案団体 愛知県

管理番号 40

根拠法令等

農業振興地域の整備に関する法律第３条第４号、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第５条第８項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　農用地区域内に設置できる農業用施設は、耕作又は養畜の業務に密接に関連するものに限定しており、

これを拡大することについては、農地の効率的な利用の確保の観点から慎重に検討する必要があると考え

ている。

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として地域で生産される農畜産物を

調理して提供する場合に、農業用施設とみなし、農用地区域内に設置できるようにしたところであり、国家戦

略特別区域制度の活用により設置が可能となっている。

　なお、農家レストランを農業用施設として位置付けることは、従来の農業用施設の考え方を拡大するもので

あり、まずは、国家戦略特区において農家レストランの農用地区域内への設置を認め、全国展開について

は、特区制度の下でその効果や周辺の営農への影響等を検証した上で、対応を検討していきたい。

各府省からの第１次回答
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農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農家レストランを農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号及び同法施行規則第1条に定める農業用施

設と位置づけ、農用地区域内において農家レストランの設置を可能とすべき。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【具体的な支障事例】現在、農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項に定める農用地区

域をいう。以下同じ）内においては、農家レストランは国家戦略特別区域内においては農業用施設と認めら

れているが、それ以外の地域では認められていないため、設置することができない。

このため、果樹園や観光農園等を経営する農業生産法人が、経営強化・集客増及び都市等との地域間交流

を図って農家レストランを開設することを検討したものの、その候補となる土地が農用地区域内であり、必要

な要件に該当しないため当該土地を農用地区域から除外することができず、実現できていないなど、農家の

事業拡大の支障となる事例が出てきている。

【制度改正の必要性】「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、『経営感覚を持ち自らの判断で消費者・実

需者ニーズの変化等に対応する「チャレンジする農林水産業経営者」が活躍できる環境を整備し、その潜在

力を発揮させることによって、ＩＣＴ等も活用し、６次産業化や輸出促進をはじめ、付加価値を高める新商品の

開発や国内外の市場における需要開拓などを進める』こととしている。

農家レストランは、生産現場と隣接する最適地に立地することで、生産・加工・販売・観光等が一体化し、都

市と農村の交流による農村の活性化、農村の雇用確保、農業者の所得の向上及び経営基盤の強化に繋が

るものと期待できる。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の実現に資するよう、国家戦略特別区域外においても、農家レストラ

ンの農用地区域内への設置を認めるよう、規制を緩和するべきである。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農用地区域内への農家レストランの設置に係る基準の緩和

提案団体 北海道、青森県、山形県、群馬県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県、鳥取県、

岡山県、山口県、徳島県、熊本県、全国知事会

管理番号 141

根拠法令等

農業振興地域の整備に関する法律第３条第４号

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第１条

農林水産省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置

を定める命令

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　農用地区域内に設置できる農業用施設は、耕作又は養畜の業務に密接に関連するものに限定しており、

これを拡大することについては、農地の効率的な利用の確保の観点から慎重に検討する必要があると考え

ている。

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として地域で生産される農畜産物を

調理して提供する場合に、農業用施設とみなし、農用地区域内に設置できるようにしたところであり、国家戦

略特別区域制度の活用により設置が可能となっている。

　なお、農家レストランを農業用施設として位置付けることは、従来の農業用施設の考え方を拡大するもので

あり、まずは、国家戦略特区において農家レストランの農用地区域内への設置を認め、全国展開について

は、特区制度の下でその効果や周辺の営農への影響等を検証した上で、対応を検討していきたい。

各府省からの第１次回答
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農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農家レストランを農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号及び同法施行規則第1条に定める農業用施

設と位置づけ、農用地区域内において農家レストランの設置を可能とする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

現在、農用地区域内農用地（農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項に定める農用地をいう。以下同

じ）においては、農家レストランは国家戦略特別区域内においては農業用施設と認められているが、それ以

外の地域では認められていないため、設置することができない。

このため、果樹園や観光農園等を経営する農業生産法人が、経営強化・集客増及び都市等との地域間交流

を図って農家レストランを開設することを検討したものの、その候補となる土地が農用地区域内農用地であ

り、必要な要件に該当しないため当該土地を農用地から除外することができず、実現できていないなど、農

家の事業拡大の支障となる事例が出てきている。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、『経営感覚を持ち自らの判断で消費者・実需者ニーズの変化等

に対応する「チャレンジする農林水産業経営者」が活躍できる環境を整備し、その潜在力を発揮させることに

よって、６次産業化や輸出促進をはじめ、付加価値を高める新商品の開発や国内外の市場における需要開

拓などを進める』こととしている。

農家レストランは、生産現場と隣接する最適地に立地することで、生産・加工・販売・観光等が一体化し、都

市と農村の交流による農村の活性化、農村の雇用確保、農業者の所得の向上及び経営基盤の強化に繋が

るものと期待できる。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の実現に資するよう、国家戦略特別区域外においても、農家レストラ

ンの農用地区域内農地への設置を認めるよう、規制を緩和するべきである。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農用地区域内への農家レストランの設置の容認

提案団体 鳥取県

管理番号 169

根拠法令等

・農業振興地域の整備に関する法律　第３条第４号

・農業振興地域の整備に関する法律施行規則　第１条

・農林水産省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置

を定める命令

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　農用地区域内に設置できる農業用施設は、耕作又は養畜の業務に密接に関連するものに限定しており、

これを拡大することについては、農地の効率的な利用の確保の観点から慎重に検討する必要があると考え

ている。

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として地域で生産される農畜産物を

調理して提供する場合に、農業用施設とみなし、農用地区域内に設置できるようにしたところであり、国家戦

略特別区域制度の活用により設置が可能となっている。

　なお、農家レストランを農業用施設として位置付けることは、従来の農業用施設の考え方を拡大するもので

あり、まずは、国家戦略特区において農家レストランの農用地区域内への設置を認め、全国展開について

は、特区制度の下でその効果や周辺の営農への影響等を検証した上で、対応を検討していきたい。

各府省からの第１次回答
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農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農地等に権利を設定し、若しくは移転しようとする者は、他者へ農地等を貸し付けていたとしても、当該農地

等が適切に耕作等されていれば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満たすものとする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行制度】

農地等の権利を移転し、または設定しようとする者は、法第３条の許可を受けなければならないとされている

が、許可の要件のうち、法第３条第２項第１号に定める全部効率利用要件が、農地等の利用集積等に支障

となる事例が見受けられる。

【制度改正の必要性】

自宅から遠隔地にあり耕作に不便な農地等を他者に貸し付けている者が、居住地周辺の農地等を取得する

際に、農地を他者に貸し付けているという理由で、全部効率利用要件を満たせず、法第３条の許可が認めら

れないケースがある。また、田と畑（樹園地）の両方を所有している農家が、経営の効率化を図るために、他

者に田を貸し付け果樹栽培に専念している場合、新たに樹園地の権利取得をしようとしたところ、他者に田を

貸し付けていることをもって、法第３条の許可が認められないケースがある。

現在の制度においては、貸し付けている農地等を他者へ売却するか、賃貸借契約を解除した上で当該農地

等を自ら耕作しなければ、新たに農地等を取得等することができないので、農地等に権利を設定し、若しくは

移転しようとする者は、他者へ農地等を貸し付けていたとしても、当該農地等が適切に耕作等されていれ

ば、法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満たすものとすべきである。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農地等への権利設定等における全部効率利用要件の緩和

提案団体 長野県

管理番号 579

根拠法令等

農地法第３条第２項第１号、農地法関係事務に係る処理基準について第三の３の（１）

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 D　現行規定により対応可能

　農地法第３条許可の要件の一つである「農地等の権利を取得しようとする者が、耕作の事業に供すべき農

地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること」（全部効率利用要件。農地法第３条第２

項第１号）の解釈については、「農地法関係事務に係る処理基準」（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号

農林水産事務次官通知）の別紙１の第３の３の（１）に規定しています。

　具体的には、農地等の権利を取得しようとする者が、新たに権利を取得しようとする農地等以外の農地等

を既に所有し、他の者に貸借している場合には、

①　他の者に貸借している農地等の返還を受けて耕作の事業に供することにつき支障がないときには、当該

農地等を含む全ての農地等について、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められる必要がありますが、

②　他の者に貸借している農地等について、耕作者が適切に耕作を行っている等当該農地等の返還を受け

ることができないときには、当該農地等を除く農地等について、効率的に利用して耕作の事業を行うと認めら

れれば、全部効率利用要件を満たすものと判断することとしています。

　また、相続等により遠隔地にある農地を取得し、他の者に貸借している場合は、②に該当し、遠隔地にある

農地は、全部効率利用要件の判断をする上では勘案しないこととしています。

　したがって、御要望のようなケースは、農地法第３条第２項第１号の全部効率利用要件を満たし得るものと

考えます。

各府省からの第１次回答
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農林水産省　第１次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「施設園芸用地等の取扱いについて」（平成１４年４月１日　１３経営第６９５３号）にて示された農地の判断に

ついて、温室の床面全面にコンクリートを舗装した場合、農地ではないとされている。また、集出荷のための

駐車場用地や作業用地も農地ではないとされている。しかしながら、作業効率の観点から農地に隣接して駐

車場用地や作業用地を確保するニーズは高い。よって、温室内の床面全面にコンクリート舗装した状態や温

室に隣接して農地を駐車場用地や作業用地とし舗装を行った状態にあっても引き続き農地とみなすこと。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【具体的な支障事例と必要性】

本地域では、トマト、ミニトマトの施設園芸が盛んで、従来から養液栽培を行う農家の割合が大変多く、次世

代植物工場ともいえる統合環境制御を伴う養液栽培も急速に増加している。また、イチゴ栽培においては高

設ベンチによる栽培が一般的になっている。こうした中、更なる効果的な産地強化を図る上で以下の事項が

問題となっている。

通路のみにコンクリートを舗装した場合、育成作物の変更などにより養液設備や通路の間取りを変更する場

合に柔軟な対応ができない。

一部舗装は、通路をコンクリートとし、養液設備の下の未舗装部分にも防草シート等を敷く必要があり、一般

的に全面舗装よりも割高になってしまう。そのため、施設園芸で養液栽培の農家は、温室内の地面に全面農

業用シートを敷いて対応しているが、シートは定期的な交換が必要でランニングコストが高い。また、地面が

安定しないため、高所作業車を使う際に不安定で、安定性の高いコンクリート比べ、危険な作業となってい

る。

収穫したトマトなどを出荷するための荷さばきスペースやトラックの駐車スペースなどについては、出荷物を

台車で運搬するため、スムーズな運搬を実現するためにはコンクリートの舗装が必要となる。

転用等許可に要する期間の長さ、固定資産税や相続税での不利益を考慮し、温室内の床面全面にコンク

リート舗装した状態や温室と一体として農地を駐車場用地や作業用地とし舗装を行った状態にあっても引き

続き農地とみなすよう提案する。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

「施設園芸用地等の取扱いについて」の改正

提案団体 豊橋市

管理番号 746

根拠法令等

農地法第２条第１項、第４条、第５条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　農地法に基づき権利移動の統制等の規制対象となる農地は、耕作の目的に供される土地と定義されてお

り、御要望のような、温室内の床面全面にコンクリート舗装した状態の土地は、耕作できる状態の土地では

ありませんので、農地法上の農地として取り扱うことは困難です。

　さらに、御要望のような施設を農地法の規制対象にすることとした場合、植物工場や畜舎の敷地など、現

在、農地法の対象外として自由に取引されている土地が新たに規制対象となるなど、私有財産に対する規

制強化に繋がることからも、困難と考えております。

　なお、税制上の地目は、資産の評価を行う観点から分類しているものです。このため、御要望のような施設

を農地法上の農地とみなしたことをもって、ただちに税制上も農地として評価・課税されるとは限らず、各税

制の所管省庁において、適切な資産の評価を行う観点から別途判断されるものと考えます。

　

各府省からの第１次回答
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